
日通たびか（2017次期）特約C004-表紙
天地210×左右100、2017.7.12

会員番号
あなたのクレジット会員番
号（16桁）です。お問い合
わせやお申し込みの際に
必要です。

　　　マーク
世界に通用する
　　　マークです。

ホログラム
カードの安全性を高める
ため､特殊加工によるシー
ルを貼付しています｡

ご署名欄
ご署名は漢字でもローマ
字でも結構ですが、使い
慣れた字体でお書きくだ
さい。もちろん、漢字でも
世界中で通用します。

お名前
あなたのお名前がローマ
字（ヘボン式）で表記され
ています｡お確かめください｡

有効期限
西暦で表示されています。
表示月の末日までご利用
いただけます。

※実際のカードと写真の
　カードは異なることがあります。

カード年会費
初　年　度 → 年会費無料（セレクトカードの場合）
次年度以降 → セレクト   1,250円（税抜）
　　　　　　  ゴールド 10,000円（税抜）

日通旅行たびかUCカード日通旅行たびかUCカード

当社でのご利用が10万円を超えるごとに
1,000円分の日通旅行ご利用券プレゼント（後日郵送）

海外の特約店で割引やプレゼントなどの特典

1年間で「日通旅行 直営店」あるいは
「日通旅行 通信販売」を1度でもご利用いただくと
翌年の年会費（1,250円（税抜））相当を
キャッシュバックいたします。※ゴールドカードは対象外です。

日々の暮らしはもちろん、
大切な旅を強力にサポートする
日通旅行たびかUCカード。

日々の暮らしはもちろん、
大切な旅を強力にサポートする
日通旅行たびかUCカード。

1年間で「日通旅行 直営店」あるいは「日通旅行 通信販売」を1度でもご利
用いただくと、翌年の年会費〈1,250円（税抜）〉相当をキャッシュバックいた
します。※ゴールドカードは対象外です。



〒170-6073　東京都豊島区東池袋3−1−1
割賦購入あっせん業者登録番号　東第4号
貸金業者登録番号　関東財務局長（12）第00085号

日通たびかUCカード会員特約
第1条（名称）　　
本カードは、日本通運株式会社（以下「日通」という）と会員規約に定めるクレジットカード会社（以下「セゾ
ン」という）と提携し所定の手続きにより発行するもので、カードの名称は「日通旅行たびかＵＣカード」（以
下「本カード」という）と称します。
第2条（会員資格）
1.UCカード会員規約、本特約を承認の上、日通および日通が認めた関連会社を通じて、セゾンに対し本
カードの入会申込をされた方（以下「申込人」という）で、セゾンが入会を認めた方を会員とします。　　

2.セゾンは会員に対し、本カードを貸与します。
第3条（会員資格の喪失）　
1.会員はUCカード会員規約に定める会員資格の喪失の事由に該当し、契約を解除された場合は、本カー
ドの会員資格を喪失するものとします。なお、本人会員が会員資格を喪失した場合には、その家族会員
も会員資格を喪失するものとします。

2.第1項によりセゾンが本カードの返還を求めたときは、会員は速やかに求められたカードをセゾンに返
還するものとします。
第4条（プライバシーの保護および情報の提供と交換）　　
1.会員および申込人は、セゾンと日通ならびに日通が認めた関連会社の間において、業務上必要な範囲
で、会員の提出した入会申込書・変更届に記載された情報および会員の本カードの利用に際し、知り得
た情報を相互に提供または、交換がなされることを承認するものとします。

2.セゾンと日通ならびに日通が認めた関連会社は、第1項により知り得た会員情報を他に漏らすことのない
よう会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
第5条（本特約の改定等）　　
1.本特約が変更され、その変更内容をお知らせした後に、本カードに関する取引があった場合または
お知らせ後1ヶ月の経過をもって、会員には内容をご承認いただいたものとみなします。

2.本特約に定めのない事項については、UCカード会員規約が適用されるものとします。

≪個人情報の取扱いに関する重要事項≫
第1条（個人情報の利用）　　
入会申込者（以下、契約成立により入会申込者が会員となった場合と総称して「会員」という）は、日本通
運株式会社（以下、「当社」という）が下記①〜③の情報（以下、「個人情報」という）を下記（1）〜（4）の目
的のために保護措置を講じた上で利用することに同意します。

【情報範囲】　①所定の申込書に会員が記載した氏名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号等入会時
及び入会後に届出た情報

②カード利用状況等カード利用に関する情報
③ショッピング利用をポイント化した情報

【目　　的】　（1）本カードの基本的な機能及び付帯サ−ビスの提供をする為。
（2）当社ポイントサービスを提供する為。
（3）店舗開発・商品開発等マーケット調査の為。
（4）当社及び当社グループ会社が営業に関するご案内をする為。

第2条（個人情報の共同利用）
（1）会員は、当社の有価証券報告書に記載されている連結対象会社及び持分法適用会社が後記ご案

内の業務内容の為に第1条①②③の情報を保護措置を講じた上で共同して利用することに同意しま
す。尚、この場合の情報の管理についての責任は当社にあるものとします。

（2）上記（1）の提供・利用期間は、原則として契約期間中及び本契約終了から5年間とします。
共同利用者の範囲 利用目的

当社の有価証券報告書に記載されている連結対象会社及
び持分法適用会社。会社の名称等の最新の状況につき
ましては、当社のホームページ（http://www.nittsu.co.jp/
about/）に掲示いたします。

①店舗開発・商品開発等のマーケット
調査の為

②本カードサービスに関わる営業案内
のため

第3条（個人情報の委託）
当社が関連事務の処理を委託した企業にその委託業務に必要な範囲内で会員の個人情報を保護措置
を講じた上で預託することに同意します。
第4条（個人情報の提供及び交換とその保護）

（1）会員は日通旅行たびかUCカード会員特約第4条（プライバシーの保護及び情報の提供と交換）に記
載されている内容より、当社と株式会社クレディセゾン（以下「セゾン」と称します。）との間において、両
社の業務上必要な範囲で、会員が提出した入会申込書・変更届けに記載された情報及び会員の本
カードの利用に関し知り得た情報を、相互に提供しまたは、交換することを承認します。

（2）当社及びセゾンは、第1項により知り得た会員の情報について、会員のプライバシー保護に充分注意を
払うものとします。

第5条（本重要事項に不同意の場合）
当社は、会員が本契約に必要な記載事項（申込書面で会員が記載すべき事項）の記載を希望しない場
合および本重要事項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りする場合や退会の
手続をとることがあります。この場合、UCカードに別途審査のうえ入会していただくことが可能です。
第6条（個人情報の利用に関する問い合わせ窓口）
個人情報の利用、その他本特約に関するお問い合わせに関しましては、後記までお願い致します。

【問い合わせ・相談窓口等】
お問い合わせ事項 当社名・住所・電話番号

・個人情報の利用（第1条）について
・その他本特約全般について

日本通運株式会社　個人情報相談窓口
東京都港区東新橋1-9-3　0120−687422

〒105-0004  東 京 都 港 区 新 橋1−5−2
日通旅行ビル7階  TEL（03）3573 -8478

　C004-17.11 （I）


